
令和 年 月 日

≪全て事業主が記載≫

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

No.

2

3

時 分 ～ 時 分

時 分 ～ 時 分

時 分 ～ 時 分

時 分 ～ 時 分

年 月 年 月 年 月

□期限なし　→　雇用開始日のみ記入
　【雇用開始（予定）日】 【雇用終了（予定）日】

年 月 日 年 月 日

9

≪保護者記入欄≫

上記就労者と児童の続柄　　父　・　母　・　祖父　・　祖母　・　その他（　 　）

（１）養育する就学前子ども全員の状況

児童名 年 月 日 □在園中　□新規（第一希望）

児童名 年 月 日 □在園中　□新規（第一希望）

児童名 年 月 日 □在園中　□新規（第一希望）

育児休業の取得
（予定期間）

□取得予定　□取得中

備考欄

　年　 　月　 　日まで

～

保護者氏名

就労日数
月平均　 　日

生年月日 園名

就労日数
月平均　 　日

(1)

雇用（予定）期間

入所が内定した場合の
短縮可能時期

　年　 　月　 　日に変更　

(2)

入所が保留となった場合の
延長可能時期

生年月日

園名

園名

生年月日

保育を必要とする証明書（勤務証明書）

勤務先

項目 記入欄

就労者
氏名1

証 明 日

事業所名

代表者名

所 在 地

電話番号

記入者名

 記入者連絡先

ふりがな 住所

事業所名 住所

業種（業務内容）/
雇用の形態

□正社員 □非常勤・臨時職員 □パート・アルバイト　　□派遣社員
□その他（ ）

7

8

就労実績または復帰
（就労開始）後の見込

4

就労時間
（固定就労の場合）

※残業時間は含まず、休
憩時間を含みます

5

就労時間
（変則就労の場合）

※残業時間は含まず、休
憩時間を含みます

月合計時間
（休憩含）　 　時間　 　分

6

支給総額（税込） 円 円

（月　 　日程度）

（月　 　日程度）

□期限あり　→　雇用終了日・更新有無も記入 　年　 　月　 　日　  ～　 　年　 　月　 　日　
□ 更新無

期限ありの場合
↓

□ 更新有

平日

日／月 日／月 日／月

円

（月　 　日程度）

（月　 　日程度）土曜・日曜

月合計時間
（休憩含）　 　時間　 　分

㊞

R5

※裏面の「記入上の注意」をご覧くだ

さい。

※育休取得中の方は、復帰後の見

込を記入してください。

※これから勤務を開始する方は、勤

務開始後の見込を記載してくだい。

○この書類は、保育施設入所（継続入所）又は、子育てのための施設等利

用給付認定のため行橋市子ども支援課子ども未来係に提出するものです。

【問合せ先：0930-25-1111（内線1185、1186）】

○印や証明日のないものは無効です。記載内容の訂正の際は、訂正印が必

要です。

○記入につきましては、裏面の留意事項及び記入例を参照の上ご記入くだ

さい。

○様式や記入例は子育て情報ポータルサイト「すくすくゆくはし」に掲載して

います。

《掲載場所検索方法》

すくすくゆくはし＞子育てのお知らせ一覧＞令和５年度保育施設入所申込に

必要な書類について

ど
ち
ら
か
一
方
に
記
入

平成

令和

平成

令和

平成

令和

※就労日数月平均については、６就労実績（見込）に

基づき、市の方で算定し直すことがあります。



勤務証明書記入上の留意事項 【勤務証明書に関する問い合わせ先】

《事業者の方へ》

（１）全体の留意事項

・ 表面は、記載漏れがないように、正確にご記入ください。

・ 証明内容について、市から電話等で確認をさせていただく場合がありますので、予めご承知おきください。

・ 証明者は、「雇用の実態を把握している責任者」であれば、雇用主でなくても支店長、課長等でも構いません。

・ 記載内容を訂正する場合は、二重線を引いた上で訂正印（＝証明者印と同じもの）を押してください。

・ 訂正印なしの修正、修正液・修正テープによる修正、消えるペンで記入された証明書は無効です。

・ 朱肉を使った証明印のない証明書、証明日のない証明書は無効です。

・ 代表者の押印が難しい場合は、記入者名の横に記入者の認印を押印してください。

（２）各項目の留意事項

4、5 就労時間（共通事項）

・ 休憩時間を含む労働契約上の正規の時間をNo.4かNo.5のいずれかに記入してください。残業時間は含めないでください。

4 就労時間（固定就労の場合）

・ １か月当たりの労働契約上の正規就労時間（休憩時間含む。）と一日の就労時間帯を記入してください。

5 就労時間（変則就労の場合）

・ １か月当たりの労働契約上の正規就労時間（休憩時間含む。）と一日の就労時間帯を記入してください。

6 就労実績（見込）

・ 現在就労している場合は、前３ケ月の就労日数（年次有給休暇を含む。）と支給金額を記入してください。

・ 育児休業中、就労予定等で前３か月の就労実績がない場合は、復帰（就労開始）後の見込みを必ず記入してください。

7 雇用（予定）期間

・ 「期限あり」か「期限なし」を選択してください。

・ 「期限なし」の場合は雇用開始日（又は開始予定日）のみ記入し、雇用終了(予定)日は空欄にしてください。

・ 「期限あり」の場合は雇用契約期間を記入し、雇用の更新有無を必ず記入してください。

8 育児休業の取得（予定期間）

・ 保育所等の利用が可能となった際に育児休業を短縮することができる場合は「短縮可能時期」欄に復職可能な年月日を記入してください。

《保護者の方へ》

（１）全体の留意事項

・ 証明内容について、市から勤務先に問い合わせることがありますので、予めご承知おきください。

・ 証明内容が事実と異なる場合は、給付認定を取り消し、教育・保育給付認定の場合は退園していただくことがあります。

・ 証明書を自分で記入した場合は無効です。

・ 勤務先や勤務条件等に変更があった場合は、その都度、勤務証明書を提出してください。

・ 証明日から３か月経過した場合は、再度勤務証明書の提出を求める場合があります。

・ 最下段の保護者記入欄(養育する就学前子ども全員の状況)を忘れずに記入してください。

（２）各項目の留意事項

4、5 就労時間　※教育・保育給付認定の場合

・ 月120時間未満の就労の場合は「短時間」認定となります。

・ 就労認定となるには、月48時間以上の就労が必要です。

7 雇用（予定）期間

・ 雇用期間が「期限あり」で、「更新無」となっている場合、または更新有無の欄の記載がない場合は、雇用終了日までの認定期間となります。

ひきつづき認定の継続を希望する場合は、手続きが必要です。

行橋市子ども支援課子ども未来係
電話：０９３０－２５－１１１１（内線１１８５、１１８６）

また、保育所等の利用が困難な際に育児休業を延長することができる場合は「延長可能時期」欄に育児休業延長可能年月日を記入してくだ

さい。


